
合同点検実施箇所数 0 箇所

　 55 箇所

17 箇所

学校・
教育委員会

道路管理者 その他 警　察

1 新庄小学校１（R7新小01） 大屋11-6付近 ○ 建設課：北側水路際にポストコーン設置済 市

2 新庄小学校２（R7新小02）
南道穂215-1付近
南道穂217-3付近

○ 建設課：補修済 市

3 新庄小学校３（R7新小03） 南道穂78-3付近 ○ 高田土木：現場確認済み。除草対応を検討。 県

4 新庄小学校４（R7新小04）
北道穂200付近
　～167-2付近

○ 建設課：区画線発注済 市

5 新庄小学校５（R7新小05）
北道穂126-15付近
 ～南道穂1-３付近

○ 建設課：区画線発注済 市

6 新庄小学校６（R7新小06）
南道穂24-4付近
 ～南道穂42-2付近

○ 建設課：区画線発注済 市

7 新庄小学校７（R7新小07） 柿本31付近⑤⑥ ○ 建設課：区画線発注済 市

8 忍海小学校１（R7忍小01） 忍海400-4付近 ○ 建設課：補修済 市

9 忍海小学校２（R7忍小02） 新村370付近 ○ ○
警察：設置基準外（歩行者の滞留スペースなし、横断歩行者数が少数）

生活安全課：看板設置済み

市

10 忍海小学校３（R7忍小03） 忍海175付近 ○ ○
警察：設置基準外（横断歩行者数が少数）

生活安全課：看板設置済み

市

対策担当道路管理者
（市町村・県・国）

横断歩道の待機場所が急な下り坂となっており、足をすべらせ
るとその先が水路となっているため早急に柵をつけてほしい。

柵の棒や支柱がグラグラしているので補修をしてほしい。

雑草が茂っていて危険。景観や通行の妨げになるのはもちろ
ん、蛇や蜂の危険性に加え、犯罪の発生を容易に想像できる状
況であるため、雑草の除去を希望します。

グリーンベルト及び白線の設置を希望します。

グリーンベルトの設置を希望します。

道路が極めて狭く非常に危険。また、道路の形状から横断歩道
が見えにくいため、車が止まらない。交差点の赤色塗装等の対
応をお願いします。

児童が転倒もしくは用水路に転落する危険性があるため、以下
の点の改善を強く要望します。
①用水路上の鉄板蓋のズレ・隙間の修正
②本来は鉄板蓋とコンクリはナットで固定されているものの、
過半数のナットが喪失している状態のため、喪失部分のナット
での固定

近辺は往来する自動車のスピードが速く見通しも悪いこと、横
断歩道や信号も無いことから児童が交通事故に巻き込まれる危
険性が高いため、以下の点の改善を強く要望します。
（数年後に低学年のみの登校となる見込みの為、交通事故に対
して不安視する声が多い状況）
①横断歩道の設置
②通学路であることをわかりやすくするための標識の設置

近辺は往来する自動車のスピードが速く、横断歩道や信号も無
いこと、又車が一旦停止しないことから児童が交通事故に巻き
込まれる危険性が高いため、以下の点の改善を強く希望しま
す。
①横断歩道の設置
②通学路であることをわかりやすくするための標識の設置

グリーンベルト及び白線の再塗装を希望します。
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番号 学校名及び通し番号 危険箇所の位置・形状 理由・要望内容
対策実施担当

具体的な対策内容、検討事項等

箇所



学校・
教育委員会

道路管理者 その他 警　察

対策担当道路管理者
（市町村・県・国）

番号 学校名及び通し番号 危険箇所の位置・形状 理由・要望内容
対策実施担当

具体的な対策内容、検討事項等

11 新庄北小学校1（R7新北小01) 東室120-1付近 ○ 警察：上申中

12 新庄北小学校２（R7新北小02) 東室墓地の交差点 ○ ○
警察：道路管理者対策が実施されており、現時点必要なしと判断

生活安全課：看板設置済み

市

13 新庄北小学校３（R7新北小03) 東室墓地の南側 ○ 建設課：水路際ポストコーン設置済 市

14 新庄北小学校４（R7新北小04) 文化幼稚園東側の溝 ○ 高田土木：河川内の土砂浚渫を検討 県

15 新庄北小学校５（R7新北小05) 疋田墓地西側の信号 ○ 警察：上申中

16 新庄北小学校６（R7新北小06)
小学校北門付近の遮断機
付近

○ 建設課：アスファルト補修済 市

17 新庄北小学校７（R7新北小07) 疋田382-3付近 ○ 警察：上申中

18 新庄北小学校８（R7新北小08) 西川歯科の前 ○ 建設課：補修済 市

19 新庄北小学校９（R7新北小09) 疋田78-12付近 ○ 建設課：カーブミラー設置済 市

20 新庄北小学校10（R7新北小10) 疋田214-3付近 ○
建設課：「学童注意」路面表示発注済
生活安全課：看板設置済み

市

21 新庄北小学校11（R7新北小11) 疋田278-6付近 ○
建設課：「学童注意」路面表示発注済
生活安全課：看板設置済み

市

22 磐城小学校２（R7磐小02) 南今市61 ○ 建設課：経過注視 市

23 磐城小学校３（R7磐小03) 南今市466 ○ 建設課：今年度ポストコーン設置予定 市

24 磐城小学校４（R7磐小04) 大畑137付近 ○
建設課：路面赤色塗装対応済
生活安全課：飛び出し坊や設置済み

市

25 磐城小学校５（R7磐小05) 長尾471付近 ○ ○
警察：設置基準に該当せず。通学時間帯に通過車両なし。
生活安全課：看板取替済み

市

26 磐城小学校６（R7磐小06) 長尾388-1付近 ○
警察：道路管理者対策が実施されており、現時点必要なしと判断。
　　　外側線が引かれており、優先関係が明らかである。

横断歩道が消えかけていますので修復をお願いします。

マンホールとアスファルトに段差があり、つまずくためアス
ファルトの修復をお願いします。

通学路が変更になった箇所ですが、見通しが悪く危険なため、
カーブミラーの設置をお願いします。

南側から侵入した際、東へ抜ける道路の見通しが悪く危険なの
で徐行の表示をつけてほしい。カーブミラーがあるが、危険な
スピードで侵入する車をよくみかけます。

交差点に自販機やガレージがあり、見通しが悪いため危険箇所
となっています。徐行か停止線などの対策をお願いします。

児童が車道に飛び出ないように、柵の設置を要望します。
R6年度柵を設置済みですが、続けて北側全てと南側にもつけて
いただきたいです。

用水路のところに柵が途中までしかないので、ついていない所
につけていただきたいです。

東西にかけて歩行者の誘導線と飛び出し坊やの設置を希望しま
す。

軽自動車や原付の通り抜けが多く、軽自動車一台が通ると児童
が安全歩行する幅が一切無くなってしまい大変危険なため、時
間帯での通り抜け禁止を要望します。
看板が色褪せ傾いているため、看板の付け替えも要望します。

衝突事故が多発しているので、点滅信号の設置と、道路に止ま
れの白線を要望します。

線路付近のアスファルトが破損しています。修復をお願いしま
す。

東室の部団登校はすべてこの橋を渡り、横断歩道を渡ります。
車通りが多く大変危険です。信号機設置を要望します。

見通しの悪い交差点、車両の通行が多く危険なため、一旦停止
の表示か標識の設置をお願いします。

側溝の蓋がなく、子どもが落ちることもあり危険なのでグレー
チングで蓋をするなど、対応をお願いしたいです。また、グ
リーンベルトの再塗装もお願いします。

洪水時、川と道路の境目がわからなくなるほど水位が上がりま
す。危険なので対策をお願いします。また、可能であれば、白
線とグリーンベルトの設置もお願いします。

横断歩道が破損していますので修復をお願いします。



学校・
教育委員会

道路管理者 その他 警　察

対策担当道路管理者
（市町村・県・国）

番号 学校名及び通し番号 危険箇所の位置・形状 理由・要望内容
対策実施担当

具体的な対策内容、検討事項等

27 磐城小学校７（R7磐小07) 八川93付近 ○ 警察：設置基準外（歩行者の滞留、信号設置場所なし）

28 磐城小学校８（R7磐小08) 八川151-17付近 ○ 建設課：鉄板敷設及びポストコーン設置済 市

29 磐城小学校９（R7磐小09)
木戸185-1付近
木戸160付近

○ 建設課：区画線発注済 市

30 磐城小学校10（R7磐小10) 長尾412付近 ○ 建設課：ポストコーン設置済 市

31 磐城小学校11（R7磐小11) 尺土55付近 ○ 生活安全課：飛び出し坊や設置済み 市

32 磐城小学校12（R7磐小12) 兵家129付近 ○ 建設課：区画線発注済 市

33 磐城小学校13（R7磐小13)
南今市109-3付近
南今市158-1付近

○ 建設課：区画線発注済（道路肩なし部分対応不可） 市

34 磐城小学校14（R7磐小14) 木戸203-1付近 ○
高田土木：再塗装を検討。
建設課:区画線発注済

県

35 磐城小学校15（R7磐小15) 大田498付近 ○ 建設課：区画線発注済 市

36 當麻小学校1（R7當小01) 今在家48付近 ○ 建設課：区画線発注済 市

37 當麻小学校２（R7當小02) 今在家123付近 ○ 建設課：区画線発注済 市

38 當麻小学校３（R7當小03)
勝根セブンイレブン出入
口

○ 建設課：区画線発注済 市

39 當麻小学校４（R7當小04)
勝根セブンイレブンより
西側の道路

○ 建設課：区画線発注済 市

40 當麻小学校５（R7當小05) 當麻118-4付近 ○
建設課：地権者に路側部分の植込の剪定を依頼。幅員確保のうえ白線の引
き直しとグリーンベルトを設置予定。

市

41 當麻小学校６（R7當小06) 加守交差点より山手側 ○ 建設課：区画線発注済 市

加守交差点より山手側の白線が薄くなっています。引き直しを
要望します。
※交差点から池の手前までグリーンベルト/神社まで白線

白線が薄くなっているのと、朝夕の抜け道となっており交通量
も多くカーブで児童が見えづらくなるので⑥の地点にポスト
コーン設置と曲がり角の通路幅の十分な確保が必要です
注意喚起のためにグリーンベルト、横断線部周辺にカラー舗装
（ベンガラ）など要望します。
※速度規制や車両規制など抑制の対策も必要

地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。

溝に低学年の子が落ちそうになっていて危険なので、道路幅の
拡張か、柵もしくはグレーチングの設置を要望します。

踏切側からの軽自動車や原付の通り抜けが多く危険なため、部
団集合場所に飛び出し注意の看板設置を要望します。

地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。

地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。

地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。

地図の赤線部分の白線再塗装を要望します。

この周辺に登下校をしている児童がいてるため、グリーンベル
ト・白線の舗装を要望します。

白線が薄くなっている所があるため、再舗装を要望します。

コンビニへの車両出入りがあり、通学路注意喚起が必要。新た
に登下校している児童がいるので白線の再舗装とグリーンベル
ト舗装を要望します。

交差点を渡って通学してくる児童がいるので交差点からのグ
リーンベルトが必要かと思います。

歩道があまりにも狭く、児童の安全歩行幅を確保できず、溝に
落ちている児童が居た。歩道を拡張するかグレーチングを設置
してほしい。

歩道を斜めに渡る子供が右折車とぶつかりそうになっていた事
があり、歩道、信号が無いと危険なため、歩道と信号機の設置
を要望します。



学校・
教育委員会

道路管理者 その他 警　察

対策担当道路管理者
（市町村・県・国）

番号 学校名及び通し番号 危険箇所の位置・形状 理由・要望内容
対策実施担当

具体的な対策内容、検討事項等

42 當麻小学校７（R7當小07)
染野第一駐車場前T字路
付近

○ 建設課：ポストコーン再設置済 市

43 當麻小学校８（R7當小08)
染野公民館より少し下
がった所左側

○
建設課：看板設置の効果を確認したい。
生活安全課：染野駐車場出入口の道路交差点部分に飛び出し坊や設置済み

市

44 當麻小学校９（R7當小09)
染野交差点から学校に上
がっていく途中

○ 建設課：区画線発注済 市

45 當麻小学校10（R7當小10) 石光寺駐車場前 ○ 建設課：区画線発注済 市

46 當麻小学校11（R7當小11) 平田古池の西側道路 ○ 建設課：破線停止線及び「注意」表示を設置 市

47 當麻小学校12（R7當小12) 當麻75-15付近 ○ 生活安全課：飛び出し看板取替済み 市

48 當麻小学校13（R7當小13) 當麻433付近 ○ 建設課：区画線発注済 市

49 當麻小学校14（R7當小14) 當麻小学校前道路 ○ 建設課：区画線発注済 市

50 當麻小学校15（R7當小15) 當麻北交差点付近 ○ 建設課：区画線発注済 市

51 當麻小学校16（R7當小16)
當麻北交差点付近～當麻
共同墓地付近

○ 建設課：区画線発注済 市

52 當麻小学校17（R7當小17) 平田駐車場から当麻寺駅 ○ 建設課：区画線発注済 市

53 當麻小学校18（R7當小18) 当麻寺駅前の踏切 ○
高田土木：踏切の拡幅や踏切内の白線・グリーンベルトの塗装について近
鉄と協議中。

県

54 當麻小学校19（R7當小19)
當麻小学校・當麻小学校
付属幼稚園正門前

○ ○
警察：上申中
建設課：白線周囲への緑塗装は不可。

市

近鉄南大阪線当麻寺駅前の踏切は幅員が狭く2台行き交う時に
児童生徒や歩行者は線路内に入って車を回避しないといけな
い、非常に危険極まりない踏切。通学時はもちろん歩行者が安
全に渡れるように歩行者用踏切設置を強く望みます。

学校・幼稚園前の横断歩道の再塗装。横断部周辺の道路はカ
ラー塗装（緑）へ要望します。

交通量の多い南北線。通学している児童が多い為、グリーンベ
ルトの設置を希望します。

ポストコーンが破損していたので新しくしてほしいです。

飛び出し注意などの看板（飛び出し坊や）の設置を要望しま
す。また、横断指導線の設置も希望します。

白線が薄くなっています。再舗装を要望します。

白線が薄くなっています。再舗装を要望します。

見通しが悪く、車の抜け道になっていてスピードが出ているの
で、出会い頭に危ないことが何度もあったのでミラー設置を要
望します。
※抜け道としての利用抑制デザイン舗装も要望します。

飛び出し注意の看板を取り替えてほしいです。

北側から来る車が交差点に差し掛かる時、下校中の生徒が見え
づらいので、ミラーかそれに変わる対策をお願いしたいです。
※當麻北交差点から学校までグリーンベルト

白線が薄くなっています。グリーンベルト併せて舗装を要望し
ます。

白線が薄くなっています。引き直しを要望します。
※丸印とは反対側に白線とグリーンベルト舗装を新設要望（主
要通学路のため）

主要通学路。全く白線・グリーンベルトがないので要望しま
す。
耕作放棄地が資材置き場になり朝夕ダンプ等の往来が頻繁に
なっているので危険にさらされています。



学校・
教育委員会

道路管理者 その他 警　察

対策担当道路管理者
（市町村・県・国）

番号 学校名及び通し番号 危険箇所の位置・形状 理由・要望内容
対策実施担当

具体的な対策内容、検討事項等

55 新庄中学校１（R7新中01）
南道穂239付近
（田仲歯科西側）

○ 警察：設置基準に該当せず。

56 新庄中学校２（R7新中02）
県道245号(寺口北花内)
線
林堂300-1から303-6辺り

○ 警察：設置基準に該当せず。

57 新庄中学校３（R7新中03）
新庄454-2（商工会周
辺）

○ ○
警察：道路管理者での対応願う。
建設課：建設課管理のミラーではない。

市

58 新庄中学校５（R7新中05）
南道穂239付近から大屋
224(ハイツ)辺り。新庄
214鳥居から西方向。

○ 建設課：区画線発注済 市

59 新庄中学校６（R6新中02）
山麓線山田南交差点から
山田交差点周辺

○ ○
警察：上申中
高田土木（交差点標識）：撤去済み

県

60 新庄中学校７（R6新中03）
県道245号(寺口北花内)
線　葛木237辺りの交差
点から北方面にかけて

○ 警察：上申中

61 白鳳中学校１（R7白中01)
①③長尾281
②長尾138-10付近
④長尾308付近

○ ○

警察：設置基準外　道路管理者とカラー舗装検討中　横断歩道については
上申中
高田土木：1-①の方が使用者が多いため、こちらの横断歩道の前後に注意
喚起対策の実施を検討。
建設課：白線・ゾーン３０路面表示再塗装発注済
生活安全課：看板設置済み

県・市

62 白鳳中学校２（R7白中02) 竹内256-9付近 ○

高田土木：電柱に巻き看板（横断者注意）を市へ依頼。見通しが悪い原因
が、電柱及び歩道の歩行者用上屋の柱のため、児童がその死角に入らない
ように学校へ指導依頼。
生活安全課：看板設置済み

県・市

63 白鳳中学校３（R7白中03) 兵家118付近 ○ 警察：仮対策済み。

64 白鳳中学校４（R7白中04) 當麻119～251付近 ○
生活安全課：里道につき大字区長と協議もしくは通学路の変更をお願いし
ます。

市
街灯がなく、生徒の通学が危険なので、街灯の設置を希望しま
す。

消えていたり、薄れている車道外側線の再塗装を要望します。

歩道の補修は施工いただきました。
写真１および２の路面標示再塗装が未施工。
写真５の横断歩道再塗装が未施工。
写真６の老朽化し、通学時に引っ掛かりそうな標識（＋マー
ク）の撤去が未実施。
諸事情により施工できない場合は、ソフト面での対応策を講じ
るのでお伝えください。

白線再塗装は施工いただきました。
写真３の停止線及び路面標示（止まれ）の再塗装（北側と南側
の２箇所）が未施工。
路面標示（中央に反射板付きの＋マーク）はこの６月に施工い
ただきました。
写真５の横断歩道再塗装が未施工。

①村上モータース前、②もつ鍋山松店前交差点に信号がなく、
車のスピードも速いので危険である。どちらかに信号の設置
か、または車からよく見える通学路の標識の設置を希望しま
す。③④消えかけている路側帯や横断歩道の再塗装も重ねて要
望します。信号機の設置が困難な場合は、横断歩道前後の赤色
塗装等の検討をお願いします。

葛城市當麻庁舎前の交差点を西から東に下りてきて左折する
際、勢いよく曲がってきて接触しそうで危険である。注意喚起
するような看板等の設置を希望します。

歩行者用押しボタンが破損しているので、修理を要望します。

「普通自転車歩道通行可」の歩道の延長を要望します。
現在、南北の歩道までしか自転車走行できないため、その続き
の東西の歩道(約80ｍの区間)までの延長を要望します。自転車
で車道走行すると、追い越しの車両が対向車線にはみ出すた
め、対向車両の安全確保ができないうえ、別ルートの通学生徒
の安全も確保し難くなっている状況です。

13歳未満の１年生のみ歩道の自転車走行ができる。多くの自転
車通学生徒は、自転車を引いて歩道を歩くまたは車道を自転車
走行する。車道走行すると、後方から自転車を追い越しする車
両が対向車線にはみ出すため、対向車両の安全を妨げる。歩道
を引いて歩く場合は、車止めが邪魔になり、徒歩通学生徒の進
路を妨げてしまう。「普通自転車歩道通行可」の新設を要望し
ます。

商工会駐車場の一部は、本校教職員の駐車場として利用してお
り、また、保護者が自家用車で生徒の送迎をする際の乗降場所
にもなっています。徒歩通学生徒や車両の接触事故防止のた
め、カーブミラー周りの樹木の定期的な手入れのご指導を要望
します。


